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第１章 届出書等のオンライン化について 

 

１－１ はじめに 

近年、社会全体でデジタル化の流れが加速する中、本市の給付費等の届出についても、事

務作業時間の削減、紙の削減、郵便代の削減、審査時間の短縮化を目的として、オンライン

化を進めることになりました。以下でオンライン化の概要、オンライン化で変わる点・変わ

らない点等を説明します。 

 

１－２ オンライン化の概要 

毎月１日時点の状況報告、月末の実績報告及び審査、請求及び支払について、クラウドサ

ービス(※)を活用したオンラインで申請を行います。 

※ クラウドサービス…従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク

経由で利用者に提供するサービス。 

＜参考＞ 

 

 

  

毎月の請求の流れ

施設・事業所
保育・教育給付課

①-1 雇用状況表、届出書等の提出（当月15日迄）

給付費等申請システム（kintone）で、各月初日時点の状況をもとに

雇用状況表、届出書及び挙証資料を提出

①-2 審査

雇用状況表、届出書及び挙証資料を基に審査

②-1 請求明細作成依頼の提出（翌月のデータ受付期間中）

①-2の審査完了後、kintoneで請求明細作成依頼（延長保育利用

実績等もここで入力）を提出

②-2 請求明細（暫定版）の送付

kintoneで「請求明細書（暫定版）」を通知

②-3 請求明細（暫定版）の確認

専用アプリから、請求明細（暫定版）を確認

②-5 審査結果のお知らせの通知（審査結果通知予定日）

届出書等と請求明細作成依頼の内容を審査し、kintoneで

審査結果のお知らせを通知

②-4 請求明細（確定版）の送付

kintoneで「請求明細書（確定版）」を通知

②-6 請求内容の承認（請求内容承認期限迄）

通知された審査結果のお知らせを確認し、kintoneで承認 ②-7 支払（振込予定日）

承認に基づき、指定の口座へ振り込み

≪注意≫

各月の土日祝日等により前後することがあります。また、請求内容に誤りがあった場合、後日過誤申立・再請求の手続きが必要になります。
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１－３ 利用するグループウェア 

本グループウェアは、サイボウズ株式会社のクラウドサービス「kintone（キントーン）」

を用いて実施します。利用にあたって「cybozu.com サービスご利用規約」を遵守してくだ

さい。詳細は以下のサイボウズの公式 HPよりご確認ください。 

https://www.cybozu.com/jp/terms/ 

※ ログイン画面ではありませんのでご注意ください。 

 

１－４ アカウント（ログイン名・パスワード）管理 

kintoneへのアクセスは、セキュアアクセスという仕組みを利用しています。 

「セキュアアクセス」とは、専用の電子証明書（以下「クライアント証明書」といいま

す）をインストールした端末からのみkintoneにアクセスできる仕組みです。 

万が一、施設で使用しているIDやパスワードが盗まれても、クライアント証明書が 

インストールされていない端末からはアクセスできない仕組みになっています。 

１ユーザーで複数の端末にクライアント証明書をインストールすることができます。 

利用にあたっては、以下の対応が必要となります。 

(１) クライアント証明書のインストール、セキュアアクセスによるログイン 

ご利用の端末でkintoneにアクセスするための証明書をインストールし、セキュア

アクセスによるログインを行います。 

(２) kintoneのログイン名・パスワードによるログイン 

kintoneで作業を行うためのアカウントです。１施設につき、１アカウントとなって

います。施設長や施設管理者（以下 施設長等）の責任の元、管理します。  

 ※ 新規園・私学助成幼稚園からの移行園等は横浜市 保育・教育運営課（保育・教育給

付課ではありません）からクライアント証明書等が送付されます。 

 ※ 具体的なログイン方法は、別冊の「kintoneセキュアアクセスマニュアル」を参照し

てください。 

 

１－５ 利用に際しての注意事項 

(１) 端末について  

・ パソコン又はスマートフォン等、インターネットに接続できる機器から、WEB

ブラウザを使ってログインできます。  

・ 個人情報を扱うことも想定しています。端末の紛失、ログイン状態での放置等

がないよう、端末の管理は、各施設で十分に注意してください。  

(２) 利用環境（場所）について  

インターネットにアクセスできる端末があれば、どこからでもアクセス可能です。

施設内や、事務室内での利用を想定していますが、夜間や休日等に施設長のご自宅や

外出先等からアクセスすることも可能です。  

(３) 利用者について  

施設長等の責任の元、管理してください。利用者が変更となる場合は、パスワードを

変更するなどの対応を行ってください。園の判断で園外においてアクセスできるよう

https://www.cybozu.com/jp/terms/
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にする場合は、特にご注意ください。 

 

１－６ 個人情報 

(１) 個人情報の取扱い  

アプリ、スペース、スレッド内等グループウェア内では原則個人情報を取り扱って

はいけません。ただし、横浜市からの依頼、情報の提供等に関してはこの限りではあ

りません。  

(２) 個人情報の管理  

個人情報を含むデータは、施設長等が、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）等を踏まえてその取扱いを厳重に管理します。  

(３) 個人情報の開示  

「個人情報の保護に関する法律」及び「福祉関係事業者における個人情報の適正な

取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１１月３０日雇児発第１１３０００１号

厚生労働省関係局長通知 厚労省ホームページに掲載）に則って、適切に対応しま

す。 
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（参考）届出や請求で使用する kintone アプリ
届出・請求で使用するアプリ

使うアプリ
（名称）

【略称】

使うアプリ
（アイコン）

使用者開始時機

【C】アプリ確認のメールが届いたら 全施設

・ステータスが[申請中]になったことを確認してください。

【A】アプリに毎月1日時点の状況を入力し、申請します。 ・ステータスが[申請中]になったことを確認してください。

届出書

【３月】

【承認用】

【C】

【B】アプリに延長利用時間等の実績を入力し、申請しま
す。

・【B】アプリのステータスが[準備中]の時は入力できません。
・データ受付期間になっても【B】アプリが[未申請]に
　ならない場合、横浜市給付担当までお問合せください。
・申請後、ステータスが[完了]または[【横浜市】確認中]に
　なることを確認してください。

【B】

【医ケア】

【医ケア】アプリを記入・提出します。

7

5 請求内容承認期限内

３月加算

請求承認

請求内容見るだ
け

6 請求内容承認期限内 審査結果のお知らせメールが届いたら 全施設

【C】アプリから、「請求明細書（確定版）」を確認します。
入力や承認を行う必要はありません。

・【C】アプリは閲覧用アプリです。入力や承認の機能はありません。

登園時の持ち物
負担軽減

【にもつ】

8

12月末頃（※3) ― 申請書：該当施設のみ 【３月】アプリの「申請書」を記入・提出します。 ―

報告書（届出書）：保育所・
認定こども園（２・３号）・家
庭的保育・小規模保育・事
業所内保育の全施設

【３月】アプリの「報告書」を記入・提出します。

・登園時の持ち物負担軽減助成を取得しない場合でも、
　アプリから報告書の作成・提出が必要です。
・アプリで報告書を作成することで、自動で向上支援費届出書
　（全施設提出必須）が作成されます。

対応期限/期間#

【A】

【C】

補足実施内容

請求内容見るだ
け

請求明細作成依
頼

医ケア申請

【C】アプリから、「請求明細書（暫定版）」を確認します。
入力や承認を行う必要はありません。

・「請求明細書（暫定版）」は【B】アプリが[完了]後に発行されます。
・内容に誤りがある場合は、早急に横浜市給付担当までお問合せ
　ください。
・【C】アプリは閲覧用アプリです。入力や承認の機能はありません。

4 データ受付期間中 【C】アプリ確認のメールが届いたら 全施設

※1　データ受付期間と請求内容承認期限は、審査・支払いスケジュールをご確認ください。
※2　過誤請求の場合は、上記とは異なります。横浜市給付担当までお問合せください。
※３　具体的な期日は別途通知でお知らせします。

―３月中旬頃（※3)

・「審査結果のお知らせ」は、【承認用】アプリに添付されます。
　（メールからダウンロードする従来の方式とは異なります）
・承認期限を過ぎると、対象フローではお支払いできません。
　お気を付けください。

【３月】アプリの「申請書」を記入・提出します。 ―

報告書（届出書）：全施設 【３月】アプリの「報告書」を記入・提出します。

・３月加算を取得しない場合でも、アプリから報告書の作成・提出
　が必要です。
・アプリで報告書を作成することで、自動で公定価格届出書・向上
　支援費届出書（全員提出必須）が作成されます。

【承認用】アプリで「審査結果のお知らせ」を確認・承認し
ます。

12月末頃（※3) ― 申請書：該当施設のみ

3月頃（※3) ―

2 毎月15日迄 ― 該当施設のみ

1 毎月15日迄 ― 全施設

3 データ受付期間中
【B】アプリ入力のお知らせメールが届いた
ら

全施設
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第２章 届出書作成にあたっての基本情報 

 

２－１ 【Ａ】届出書アプリによる届出書の作成から審査完了までの流れ 

  

※初回・職員の採用時・退職時 

◆エラー無：審査完了 

◆エラー有：横浜市から修正依頼 

※初回及び変更時 

開始 

セキュアアクセスによるログイン 

給付費申請システムログイン 

レコード作成 

申請 

審査 

終了 

レコード修正 

職員情報の登録 

施設マスタに挙証資料を登録 

※Ａアプリは月ごとに１つ 
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２－２ レコード 

kintone のアプリで作成していただくデータをレコードと呼びます。 

＜Ａアプリの場合＞ 

 

 

レコードには、レコード番号が自動的に付番されます。番号の変更はできません。 

 

  

　　届出書 ＝ レコード

　申請者

　雇用状況表

　公定価格加算・調整項目届出書

　向上支援費加算状況等届出書

　延長保育事業費加算状況等届出書



9 
 

２－３ ステータス 

レコードの状態はステータスを確認することでわかります。 

 

●ステータスの確認方法 

 

 

 

 

 

 

  

ここをクリック 

ここを確認 
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●【Ａ】届出書アプリのステータスの変化 

  

①未申請 レコード作成～一時保存の状態です。横浜市へは申請していません。 

②申請中 

横浜市へ申請中です。 

※申請後、誤り等によりレコードを修正したい場合は、横浜市給付担当までご連

絡ください。 

◆審査 [申請中]となっているレコードを、順次横浜市で審査を行います。 

③再申請待ち 

申請内容の誤りや資料の差替え等があり、横浜市から修正のご連絡をしている

状態です。内容をご確認いただき、レコードを修正のうえ再度申請の処理を行っ

てください。 

④審査完了 

申請内容に誤りがなく、横浜市での審査が完了した状態です。 

[審査完了]となっているレコードの差替えを行う場合、横浜市までご連絡くだ

さい。ステータスが[審査完了]から[再申請待ち]になったら、レコードを修正の

うえ、再度申請の処理を行ってください。 

⑤取り下げ 
本ステータスは、審査完了のレコードが複数作成されてしまった等の例外的な

ケースが発生した際に使用します。 
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２－４ 基本的な操作と入力にあたっての注意 

 

(１)保育・教育給付課の[給付費申請システム]へのアクセス 

保育・教育給付課への届出で使用するアプリは、主に kintone の「保育・教育施設グループウ

ェア」の[給付費申請システム]内に設置されています。 

 [給付費申請システム]に含まれないアプリは、一部を除き（※）、保育・教育給付課のアプリ

ではありませんので、ご注意ください。 

 ※「kintoneのマニュアル」・「お知らせ配信」等を除く 

 

＜[給付費申請システム]へのアクセス方法＞ 

①kintoneにログインし、ログイン直後の画面の[kintone]をクリックします。 

 

②画面右側にある「スペース」の「給付費申請システム」をクリックします。 
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③[給付費申請システム]に入ると、右側にアプリ一覧が表示されます。 

 

（２）レコードの作成 

レコードを新規作成する際には、各アプリの「＋」ボタンをクリックします。 

①アプリを開き、右上の「＋」をクリックします。 

 

②レコードの入力画面が開きます。 

①クリックする 

②入力画面が開く 

 

アプリが表示されていない場合、「さら

に表示」をクリックすると表示されます。 
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 ＜レコード作成時の注意点＞ 

 給付費申請システムにおける届出（＝レコード）は、対象月ごとに１レコードを作成・申請し

ます（例：４月分の届出書を２レコード作成することはできません）。 

 １つの施設が同一対象月のレコードを複数作成すると、保存ボタン押下後にエラーメッセージ

が表示されます。申請済の届出書等を修正する場合は、新たにレコードを作らず、作成済のレコ

ードを編集してください。 

※レコードの作成～申請の一連の流れは、各章をご参照ください。 

 

（３）数字の入力 

数字は全て半角で入力してください。全角で入力すると正しく処理されず、申請しても差戻し

（修正）になる場合があります。 

 

(４）テーブル型の項目の入力 

テーブル型の項目は右側の「＋」ボタンで行追加、「－」ボタンで行削除できます。 

＜行を追加する場合＞ 

 

ここを 

クリック 

行が追加される 
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＜行を削除する場合＞ 

 

 

（５）入力チェック 

・届出書入力後は、届出書ごとに「入力チェック」ボタンを押して、入力内容のチェックを行

います。 

 

・ボタンを押した後、「入力チェック済み」にチェックマークが入っていない場合、当該ページ

の全項目をご確認ください。エラー項目の箇所に次のようなエラーメッセージ（赤地に白字）

が表示されますので、修正してください。 

 

ここを 

クリック 

行が削除される 

入力チェックの結果、エラーがなければ「入力チェック

済み」にチェックマークが入る 

入力チェックボタン

をクリック 
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＜エラーメッセージの例＞ 

 

 

２－５ 申請後の不備や修正箇所のお知らせ方法 

申請された届出書を横浜市で審査した結果、不備や修正を要する箇所があった場合は、原則

kintone 上にコメントを書き込むことでお知らせします。また、エラー以外のお知らせをする場合

もあります。見逃さないようご注意ください。詳細は、「３－10 本市からのエラー通知を確認す

る」の項をご覧ください。 

 

  

横浜市給付担当からの届

出書等の内容に関するお

知らせです。 

※必須入力項目の入力漏れや内容の矛盾がある場合、エラーメッセージが表示され、

申請できません。 

※入力内容に問題があっても入力途中で一時保存することは可能です。 

※入力チェックは、入力の不備や問題点すべてを確認するものではありません。 

届出書申請後、横浜市で審査を行い、修正依頼をする場合があります。 
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第３章 届出作成の手順 

３－１ 職員情報を登録する 
職員情報とは、雇用状況表に記載が必要な職員の情報です。雇用状況表の作成（後述）は、職

員情報が登録されていることが前提です。 

 

＜職員情報の登録・変更が必要なタイミング＞ 

・ 初回登録時（kintoneによる届出を初めて行うとき） 

・ 新たに職員を採用したとき ⇒該当職員を新規登録 

・ 職員の情報に変更があったとき（資格取得時や氏名変更等）⇒該当職員を修正 

  ※氏名変更時に変更前のレコードを残し、変更後の氏名でレコードを作成するケースが増

えていますのでご注意ください。 

・ 職員が退職したとき ⇒該当職員を修正（レコードの削除はできません） 

※職員退職時に、レコードを別の職員に上書きするケースが増えています。上書きすると

雇用状況表の申請内容に影響し、過誤再請求に時間を要することあります。絶対に別の

職員等に上書きしないでください。 

 

＜職員情報登録の基本的なルール＞ 

・ １名につき１レコードのみ登録してください。 

・ 登録した職員の情報に変更があったとき（資格取得時や氏名変更等）は、登録済の該当職

員の情報を上書きして修正します。 

・ 但し、職員が一度退職し、その後期間を開けて再度同じ職員を雇用した場合のみ、職員情

報は複数作成します。 

（例）職員 A を雇用→退職、再度雇用→退職、再々度雇用した場合、職員 A のレコードは   

３つになります。 

レコード１：初回雇用から初回退職までのレコード 

レコード２：再度雇用～再度退職までのレコード 

レコード３：再々度雇用～ 

 

レコード１、２の氏名に【旧】をつけると、雇用状況表で職員

情報を取得する際に検索しやすくなります。 

注意！！職員情報に登録したデータを別の職員に上書きしないでください。上書きすると、正

しく請求（過誤再請求を含む）ができなくなります。誤って登録した場合は、後述の手順をご

確認ください。 
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(１) [給付費申請システム]内のアプリ欄から「職員情報」アプリをクリックします。 

(２) アプリが開きます。画面右側にある「＋」ボタンをクリックしてください。 

 

(３) 入力画面が開きます。各項目に入力をして保存をクリックしてください。 

 ※毎月の雇用状況表を作成する際に、ここで入力した職員情報を使用します。 

入力漏れや誤りのないよう注意してください。 

施設・事業所番号を入力して「取得」をクリックします。 

雇用状況表を作成する際には「氏名ふりがな」を使用して検

索を行いますので、入力誤りのないよう注意してください。 

資格チェックで「幼稚園教諭」にチェックした場合、入

力可能になります。 

職員が退職・異動した場合には、「退職・異動しました」にチェッ

クを入れ、「退職・異動年月日」の日付を入力してください。 

※一度保存した職員のレコードは削除できません。 

施設種別が「小規模保育事業 B 型」「小規模保育事業 C

型」「家庭的保育事業」の場合、入力可能です。 

資格士証を kintone で提出する場合、こちらに添付します。 
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（４）アプリの画面に戻ると、先程入力した職員のレコードが追加されています。同様の手順

で、雇用状況表に記載が必要なすべての職員について入力を行ってください。 

 

 

ⅰ 保存した職員情報を修正する場合 

①修正したい職員のレコードを開きます。 

 

②レコードの右上にあるペンのアイコンをクリックすることで再度編集が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《注意》 

●雇用状況表で職員情報を一度取得した後に職員情報アプリの情報を修正した場合、その

修正内容は雇用状況表に自動的には反映されません。雇用状況表に一度入力を行った職員

の職員情報を修正した場合は、再度、雇用状況表で職員情報の取得の操作を行ってくださ

い。 

●一度作成した職員情報を、別の職員の職員情報に上書き入力しないでください。上書き入

力した場合、過去の職員情報と整合性が取れなくなり、過誤再請求等を行う際に雇用状況表

から職員の呼び出しができなくなります。別の職員を登録する場合は、新規作成からレコー

ドの追加をお願いします。 
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ⅱ 誤った職員情報を登録してしまった場合 

一度保存したレコードは削除ができません。「現施設雇用開始年月日」と「退職・異動年月

日」に同じ日付を入力することで、無効として取り扱います。氏名の最初に【無効】と入力

し、無効なレコードであることが分かるようにしてください。 

 

ⅲ  施設・事業所番号が変更になった場合 

 

＜これまでの施設・事業所番号（旧番号）のレコード＞ 

 施設・事業所番号を変更する日に在籍している職員全員に対して、「氏名」の頭に「【旧番

号】」をつけます。 

 

「氏名ふりがな」は変更

不要 
「氏名」の頭に「【旧番号】」

をつける 

画面下部にある「退職・異動しました」にチェックを入れ、「退職・異動年月

日」の日付を「現施設雇用開始年月日」と同日で入力 

同じ日付を入力 

氏名の最初に【無効】と入力 

施設・事業所番号が変更になる際に職員を継続して雇用す場合も、本対応が必要となりま

す。雇用状況表の登録内容や加算への影響があるため、お手数ですが必ず実施いただきます

ようお願いします。 
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 施設・事業所番号を変更する日に在籍している職員全員に対して、「退職しました」

にチェックを入れ、「退職・異動年月日」を施設・事業所番号が変更する日の１日前

にします。 

例）令和７年４月１日に施設・事業所番号が変更される場合 

 

 

＜変更された施設・事業所番号（新番号）のレコード＞ 

 施設・事業所番号が変更する日に在籍している職員全員に対して、旧番号のレコード

を複製して新番号のレコードを作成し、「現施設雇用開始年月日」を施設・事業所番

号の変更日にします。 

レコードの複製方法は「３－13 前月のレコードをコピーして、当月のレコードを作

成する」を参照してください。 

例）令和７年４月１日に施設・事業所番号が変更される場合 

 

 

 

 

(５) 入力に関する補足 

＜資格のない施設長の登録＞ 

保育所の施設長、小規模保育事業の管理者は保育士資格のない方でも雇用状況表に記載

できますが、雇用状況表では「保育士」または「その他」の資格者しか登録できないの

で、保育士資格を持っていない方の場合、職員情報登録時に「その他」にチェックを付

け、「『その他』の資格を入力」に「なし」と記入・登録します。 

 

 

施設・事業所番号変更後、雇用

される場合もチェックを入れ、

「退職・異動年月日」を入力 
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＜保育士証の番号がない場合の登録＞ 

新卒や保育士試験合格者について、雇用状況表に記載の時点で保育士証が申請中の方

は、「保育士登録済通知書」等をご提出いただき、保育士証が到着次第、保育士証の提出

をお願いしています。 

このような場合、職員情報の「幼稚園教諭免許状以外の登録番号」には、ダミー 

番号「00000」等を入力していただき、保育士証が到着次第、正しい番号に変更をお願い

いたします。 

 

 

＜調理員兼務の場合の資格チェック入力＞ 

調理員が保育士や看護職員と兼務している場合も職員情報の入力には注意が必要です。 

雇用状況表で調理員は「栄養士」または「調理師」または「なし」の資格者しか登録で

きないので、例えば、保育士が調理員と兼務する場合、職員情報登録時に「保育士」と

「なし」にチェックを付けて登録します。 

 

 

３－２ 挙証資料を登録する 

施設マスタとは、施設単位で必要、かつ毎月変更することのない挙証資料を添付・提出するア

プリです。kintoneから提出できる挙証資料は、横浜市ホームページに掲載している「挙証資料一

覧」をご確認ください。 

Ａアプリで届出書を作成すると、施設マスタに添付した挙証資料ファイルが自動的にＡアプリ

に表示されます。 

 施設マスタの登録が必要なタイミングは、初回提出時又は挙証資料の内容に変更があった時で

す。 

※ 毎月変更する挙証資料は各届出書、資格士証を提出する場合は職員情報に添付してください。 

※ 上記挙証資料は紙による提出も可能です。紙で提出する場合、施設マスタを使用した挙証資料

の提出は不要です。 
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(１) ログイン直後の画面で「kintone」をクリックします。 

 

(２) ポータル画面が開きます。 

ポータル画面右側にある「スペース」の「給付費申請システム」から、「施設マスタ」をク

リックします。クリックします。 

 

(３) 本市で登録したレコードが１件あります。左側の青い四角をクリックします。 

 

(４) レコード画面が開きます。 

「申請者」「雇用状況表」「公定価格加算・調整項目届出書」「向上支援費加算状況等届出

書」「延長保育事業費加算状況等届出書」と５つタブがあり、各届出書等に関連する挙証

資料を添付できるようになっていますが、令和８年４月１日現在、編集可能なのは「公定

価格加算・調整項目届出書」と「向上支援費加算状況等届出書」（保育所・認定こども園

のみ）です。該当のタブを選択して右にあるペンのアイコンをクリックして編集画面を開

いてください。 

 

画面右側「スペース」＞「給付費申請システ

ム」のなかの「施設マスタ」をクリック 
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(５)  提出する挙証資料の添付欄に日付を記入します。 

※ 挙証資料の内容変更等により新しく添付する場合は、過去の挙証資料は絶対に削除せず、

右側の「＋」ボタンで行を追加して新しい挙証資料を添付してください。 

※ 年度が替わった場合も同様に、過年度分は削除しないでください。 

 

（６）ドラッグ＆ドロップまたは参照ボタンからファイルを指定して資料を添付します。 

 

(７) 全ての挙証資料を添付したら上部にある「保存」ボタンをクリックします。 

 

(８)  保存後、レコード左上にある「申請する」ボタンをクリックします。 

 

「＋」ボタンを押すと、行が

追加される 

 

ここは入力不可 
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（９）作業者の選択は不要です。「実行」をクリックすると申請完了です。 

 

(10) 申請が完了すると、ステータスが「申請中」になります。 

 

※ 「申請中」レコードは、横浜市の審査が完了するまで修正等の作業は行わないでください。 

●ステータスの変化【施設マスタ】 

             

 

 

※ ２回目の申請以降、②申請中と③審査完了のみになり、①未申請となることはありません。 

※ 施設マスタの申請は届出書等の申請とは別のタイミングでも構いません。 

  

①未申請 
レコード作成～一時保存の状態です。横浜市へは１回

も申請していません。 

②申請中 

横浜市へ申請中です。申請中となっているデータにつ

いて、順次横浜市で審査を行います。※申請後、誤り

に気付いたとしてもレコードの修正は行わず、横浜市

担当者までご連絡ください。 

③審査完了 

申請内容に誤りがなく、横浜市での審査が完了した状

態、または申請内容に誤りがあり、修正した上で再申

請が必要な状態です。１回目の申請以降はこのステー

タスから始まります。 

「実行」ボタンが表示されない場合、ブラウザのズーム

設定を縮小すると表示される 
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３－３ レコード（届出書）を新規で作成する 

(１) ログイン直後の画面で「kintone」をクリックします。 

 

 

(２) ポータル画面が開きます。 

ポータル画面右側にある「スペース」の「給付費申請システム」をクリックします。 

 

  

 

  

画面右側「スペース」の一覧から「給付費申

請システム」をクリック 
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(３) スペースの画面が開きます。 

画面左側の「アプリ」から「【A】届出（○○）_令和△年度版」（※）をクリックします。 

※ 〇〇には施設種別、△には年度が入ります。アプリは年度ごとに分かれていますので、

届出を作成する年度のアプリを選択してください。 

 

 

(４) アプリの画面を開き、画面右側の「＋」ボタンをクリックしてください。 

 

(５) 申請画面が開きます。 

 

届出書を次の順序で入力します。（各項目の入力については、別章で説明します） 

① 申請者 

② 雇用状況表（家庭的保育事業は翌月提出） 

③ 公定価格加算・調整項目届出書 

④ 向上支援費加算状況等届出書 

⑤ 延長保育事業費加算状況等届出書 ※⑤は幼稚園以外の施設 

各届出書のタブをクリックすることでそ

れぞれの入力画面が表示される 

画面左側の「アプリ」の一覧から 

【Ａ】届出（○○）_令和△年度版をクリック 
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３－４ 施設マスタに添付した挙証資料を表示する 

(１) 申請者タブで施設・事業所番号を入力すると、表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

施設マスタのステータス、添付チェックの有無にかかわらず添付したファイルが表示されます。

上は賃借料加算の例ですが、他の加算についても同じ動きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自施設の 13 桁の番号を入力して、「取得」

をクリック 

左の青い四角い部分をクリックすると、

施設マスタが開く 

ファイル名をクリックすると、ファイルをダ

ウンロード可能 

施設マスタにファイルを添付していると、加算の

実施状況等にかかわらず、施設マスタに添付し

たファイルが表示される 
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３－５ 作成したレコードを保存する 

(１) 申請画面上にある「保存」ボタンをクリックします。 

 
 

全項目の入力が完了していなくても保存は可能ですが、「申請者」画面の項目は未入力があ

るとエラーとなり、保存ができません。 
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令和７年度アプリから、１つの施設が同一の月に複数のレコードを作成しようとすると保存ボ

タン押下後、次のようなエラーメッセージが表示され、レコードを作成できません。既に作成し

たレコードを編集してください。 

 

 

３－６ 保存した内容を確認・編集する 

（１）保存したレコードはレコードの一覧に表示されます。 

  

 

（２）保存したレコードは申請前であれば再度編集することができます。保存したレコードを開

き、右上にあるペンのアイコンをクリックすることで再度編集が可能です。 

 

申請（または保存）したレコードの施設・

月度・ステータスから届出内容を確認した

い場合、「【施設確認用】申請状況確認」を

選択することで一覧が表示される 

一番左にある青い四角い部分をクリックする

と、保存したレコードが開く 
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（３）編集可能になると、入力欄の背景が白くなります。編集可能になっているかわからな

い場合、申請者画面の入力欄の背景が白くなっているか確認してみましょう。 

＜入力可能な状態＞ 

 

＜入力できない状態＞ 

 

  

背景が白いこの部分のみ入力可能。 
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３－７ 職員重複チェック・入力チェック 

雇用状況表には「職員重複チェック」と「入力チェック」ボタンがあります。 

(１) 「職員重複チェック」ボタンをクリックし、エラーがあれば修正します。 

※ボタンクリック後、メッセージが表示されるまで５～30秒程度かかります。 

  
職員が重複していない場合のメッセージ    職員が重複している場合のメッセージ 

 

職員重複チェックに問題がなければ、「職員重複チェック済み」のチェックボックスにチェッ

クが入ります。このチェックが入っていないままでも保存は可能ですが、申請することはでき

ませんので、職員重複チェックを実施してから申請を行ってください。なお、職員重複チェッ

ク実施後に職員情報を修正した場合、チェックボックスのチェックは外れます。職員情報修正

後に再度、職員重複チェックを実施してください。 

  

各届出書の左上及び一番下部に入力チ

ェックのボタンがある。 

ここにチェックが入る 

職員重複チェック・入力チェックは「レコードを編集する」モードにして使用します。 



32 
 

(２) 雇用状況表及び各届出書の「入力チェック」ボタンをクリックします。 

雇用状況表、公定価格加算・調整項目届出書、向上支援費加算状況等届出書、延長保育事

業費加算状況等届出書（幼稚園以外）入力後、届出書ごと入力チェックを行います。 

※入力チェック完了までに 30秒～２分程度かかります。 

 

エラーがない場合、入力チェックボタン左にある「入力チェック済み」にチェックマークが

入ります。 

 

エラーがある場合、該当の項目部分に次のようなエラーメッセージが表示されますので、

ページ全体を見てエラーを確認してください。 

 

エラーになった項目を修正し、再度入力チェックを行ってください。 

 

３－８ 申請する 

 (１) 保存したレコードの画面左上にある「申請する」ボタンをクリックします。 

 

各届出書の右上または一番下部に入力

チェックのボタンがある 

入力チェックの結果、エラーがなければ

「入力チェック済み」にチェックマーク

が入ります。 
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(２)  作業者の選択は不要です。「実行」をクリックします。 

 

(３) エラーがあると次のようなメッセージが表示されます。メッセージ右上の「×」をクリッ

クしてメッセージを閉じます。 

 
(４) エラーとなった届出書について修正し、３－７ 職員重複チェック・入力チェック以降

の作業を行ってください。 

 

(５) 申請が完了すると、ステータスが「申請中」になります。 

※ 「申請中」のレコードは、横浜市の審査が完了するまで修正等の作業はできません。 

「実行」ボタンが表示されない場合、ブラウザのズ

ーム設定を縮小すると表示される 
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３－９ 申請したレコードを確認する 

 

左上の青で囲まれた部分で「【施設確認用】申請状況確認」を選択してみましょう。 

申請（保存）した届出のレコード番号・事業所名・施設事業所番号・月度・ステータス・ 

作成/更新日時を一覧で確認することができます。 

 

３－10 本市からのエラー通知を確認する 

(１) kintoneで確認する 

本市がコメントを書き込むと①・②に通知がきたことが表示されます。 

 

 

  

① 

② 
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①をクリックした画面（②を全面表示した形） 

 

 

 

(２) メールで確認する 

申請したレコードにコメントが追加されると、「no-reply@cybozu.com」から kintone に登

録されているアドレスに以下のようなメールが送信されます。 

 

  

確認したいコメントをクリックすると下図の

ように該当のレコードが表示される 

メール本文にあるリンクをクリックすると該

当のレコードのページが表示される 
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３－11 不備を修正して、再申請する 

(１) 対象のレコードを表示する 

修正したいレコード番号の左横のアイコンをクリックします。 

 

(２) 修正内容を確認します。 

 

 

(３) レコードを修正する 

レコードの右上にあるペンのアイコンをクリックすることで再度編集が可能です。 

 

 

(４) 再申請する 

修正が完了したら申請時と同様に入力チェックを行い、再度申請を行います。 

 

修正の内容（本市からのコメン

ト）はレコード右部に表示される 
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３－12 レコードの審査完了を確認する 

(１) 確認したいレコードを表示します。 

 

(２) レコード左上のステータスが「審査完了」となっていれば、本市の審査ではエラーはな

く、申請作業は終了となります。 

※ 届出書の内容にはエラーがない場合でも、挙証資料の送付等の依頼をコメント欄で行って

いる場合がありますので、コメントの有無は申請の都度ご確認ください。 

 

 
 
 
３－13 前月のレコードをコピーして、当月のレコードを作成する 

(１) コピーしたいレコードを表示します。 

 

(２) 過去レコードの画面が開きます。レコードの中身を確認したうえで、画面右上の右から

２つ目のアイコン（レコードを再利用する）をクリックします。 

 

 

(３) 申請者タブの「月」を変更します。 

 

(４) 他の届出書で必要な箇所を入力します。 

 

(５) 各届出書の入力チェックを行い、申請をします。（「３－11 不備を修正して、再申請す

る」の項を参照） 

「審査完了」となっ

ているか確認 
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３－14 審査完了となったレコードを修正したい 

申請内容に変更が生じた場合は、まず本市担当者までご連絡ください。本市にて「再申請待ち」

に変更します。ステータスが「再申請待ち」となったことを確認後、対象のレコードを修正し、

再申請を行ってください。（レコードの修正方法は「３－11 不備を修正して、再申請する」をご

確認ください。） 

 

 

３－15 不要なレコードを削除したい 

不要なレコードがある場合は、レコードを削除することができます。削除できるのは、本市へ

申請前（ステータスが「未申請」）のレコード、または本市から差し戻されたもの（ステータスが

「再申請待ち」）のレコードです。 

 

 

 

 

※ 一度削除したレコードは元に戻すことができませんので、操作の際は十分に注意してくだ

さい。 

  

削除したいレコードを開き、画面右上のアイコン

（オプション）をクリックすると「レコードを削除」

が選択可能 

ステータスが「未申請」または「再申請待ち」のレコ

ードは、削除が可能 
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第４章 帳票出力の手順 

 

４－１ 帳票出力機能について 

 届出書等はオンラインによる提出で完了しますが、お手もとで帳票に出力したい場合について

ご案内します。 

 (１) 帳票出力機能について 

令和６年度以降の【Ａ】届出書アプリは居宅訪問型保育事業以外の施設種別のアプリに、令

和５年度版は以下のアプリに実装済みです。 

 給付費申請アプリ（保育所）_令和 5年度版 

 給付費申請アプリ（認定こども園）_令和 5年度版 

 給付費申請アプリ（幼稚園）_令和 5年度版 

 給付費申請アプリ（家庭的保育）_令和 5年度版 

 

(２) 印刷方法 

帳票出力機能が実装されたアプリでは、印刷する場合、以下「４－２ 帳票を出力する」の

手順で一度 Excel ファイルに出力してから印刷してください。 

ブラウザの印刷機能で印刷することも可能ですが、印刷されない部分がある、余計な項目が

表示される等の問題があるため、帳票出力機能が実装されたアプリではブラウザからの印刷は

避けてください。 

 

４－２ 帳票を出力する 

 (１) レコードを保存する 

保存したレコードを開くと、画面上部に５つボタンが表示されます（令和７年度以降は１つ

のみ）。ボタンをクリックすることで保存したレコードの内容をExcelの帳票に出力することが

できます。 
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(２)  ５つのボタンの使い分けについて 

出力する帳票は次のようになっています。必要に応じて使い分けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ボタンをクリックすると、次のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 

 

 

（４）ダウンロードが完了したら、次のような表示があります（下の画面は「届出書4種作成（

Excel書式）」ボタンをクリックした場合です）。 

 Microsoft Edgeでは下のように表示されます。 

 

  

「雇用状況表」「公定価格加算・調整項目届出書」「向上支援費加算状
況等届出書」「延長保育事業費加算状況等届出書」の４種類を出力しま

す（令和７年度以降はこのボタンのみ表示されます）。 

「雇用状況表」の
みを出力します。 

「公定価格加算・
調整項目届出書」
のみを出力しま

す。 

「向上支援費加算
状況等届出書」の
みを出力します。 

「延長保育事業費
加算状況等届出
書」のみを出力し
ます（幼稚園を除

く）。 
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（５）ファイルを開いて「編集を有効にする」ボタンをクリックします。入力した内容がExcel
帳票で出力されます。初期設定では、ファイルはパソコンのダウンロードフォルダに保

存されています。必要に応じて、保存・印刷をしてください。 
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第５章 各届出書の入力について 

５－１ 雇用状況表の入力 

本誌では保育所を例に説明しているため、画面の入力欄が一部異なります。 
（１）基準保育士数の入力 

・雇用状況表タブをクリックして入力画面を開き、各項目を入力します。 

 

 

・利用定員数・在籍児数について、それぞれの人数を入力します。 

 

 

＜分園がある施設の場合＞ 

 分園がある施設は、申請者情報を入力する際、運営施設について[本園と分園]を選択する

ことで、分園の利用定員及び月初の契約児童数が入力できるようになります。 

 

雇用状況表タブをクリック 

月初の契約児童数（毎月１日時点の在籍児童

数）を入力。※月途中入所の人数は入力不要 

[申請者]の「運営施設」で[本園と分

園]を選択すると… 
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・加算要件を満たす場合のみ、上記画像の下部にある「【区分】その他加算の保育士」の各欄

を入力します。 

 

（２）職員の雇用状況の入力 

①請求月初日の職員の雇用状況を入力します。 

【注意】「３－１ 職員情報を登録する」を先に入力してください。職員情報を入力して 

いないと本欄は入力できません。 

   

※ 職員情報の登録については、「３－１ 職員情報を登録する」を参照してください。 

※ 氏名ふりがなを入力せず[取得]をクリックすると職員情報に登録されている職員が一 

  覧で表示され、その中から該当職員を選択することも可能です。 

 

雇用状況表の「② ○月 1日 市基準による保育士配置

（分園）の利用定員数」欄が入力可能になるので、本園分と

同様に利用定員及び月初の契約児童数を入力。 

労働時間は休憩時間を除いて入力 

（小数第二位まで） 

①該当する職員の氏名ふりがなを入力（氏のみ、名

のみの入力も可）して「取得」をクリック 

②[職員情報]に登録した内容が表示されるので、

入力したい職員の左側の「選択」をクリック 
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誤った職員を選択してしまった場合は、[クリア]をクリックして職員情報の取得をやり直してく

ださい。 

 
 
 

５－２ 届出書の入力 

「公定価格加算・調整項目届出書」タブ、「向上支援費加算状況等届出書」タブ、「延長保育事

業費加算状況等届出書」タブ（幼稚園以外）、「開所時間」タブをそれぞれクリックして入力画面

を開き、各項目を入力します。 

 

＜要件の確認と加算有無等の選択＞ 

 

要件を満たし、加算を取得する場合は「有」 

取得しない場合は「無」を選択 

加算を取得する要件が記載されている

ので、充足しているかを確認 

加算の種類によっては、実施状況等が「有」

「無」以外の選択肢の場合あり 

③職員情報（※）に登録されてい

るデータが取得されます。 
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＜雇用状況表等からの自動反映＞ 

＜記述欄＞ 

 
５－３ 開所時間等の入力 

（１） 開所時間・保育時間の入力 

・開所時間タブをクリックして入力画面を開き、各項目を入力します。 

 

図は保育所の例。他の施設種別も基本的には

同様。（幼稚園の場合、開所時間のみ、認定こど

も園の場合、開所時間の入力欄が１号と２・３号

で別々になっている）。 

左の例のように 

・「：」（コロン）は入れない 

・数字 4 桁で入力 

例：７時５分の入力方法 

誤→7：05 07：05 705 

正→0705 

・日曜日に保育を実施していない場合、日曜の

欄は空欄にする 

各加算の加算要件及び必要な挙証資料等は、必ず説明テキストをご一読のうえ、 

届出書の入力をお願いします。 

加算によっては、雇用状況表に入力した内容に応じ

て、自動で実施状況等や時間・人数等の値が反映され

る。自動反映欄は直接修正不可のため、内容に誤りが

ある場合、雇用状況表の修正が必要 

記述欄がある加算を取得する場合、説明テ

キストを確認し、必要事項を記入する 
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＜分園がある施設の場合＞ 

 分園がある施設は、申請者情報を入力する際、運営施設について[本園と分園]を選択する

ことで、開所時間と保育時間が入力できるようになります。 

 

（２） 入力チェック 

・全ての項目の入力が完了したら、申請画面最上部の「入力チェック（開所時間）」ボタンを

クリックしてください。 

 

・クリックした後、当該ページの全項目をご確認ください。 

エラー項目の箇所に次のようなエラーメッセージ（赤地に白字）が表示されます。 

 ・エラーになった項目を修正し、再度入力チェックを行ってください。 

 
５－４ 【医療的ケア】の入力 

医療的ケア関係加算は別アプリで届出を作成・申請していただきます。 

※ 医療的ケア関係加算の対象ではない施設は、届出の必要はありません。 

（１）画面右側にある「アプリ」の「【医療的ケア】届出_令和〇年度版」をクリックします。 
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（２）新規で届出を作成する場合、画面右上にある「＋」ボタンをクリックしてください。 

前月のレコードをコピーして、当月のレコードを作成することも可能です。「３－13 前

月のレコードをコピーして、当月のレコードを作成する」をご確認ください。 

 

 

（２） 「雇用状況表・向上支援費加算状況等届出書（医療的ケア用）」の入力画面が表示され

ますので、必要事項を入力のうえ、申請してください。 

 

 

 

 

 

 

  

【医療的ケア】届出_令和〇年度版アプリからの申請は、A アプリ（通常の届出）の申請

と同時に行ってください。 

ここをクリック 
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給付費申請システム（kintone）操作マニュアル 更新履歴 

 

更新日 主な更新内容 

令和５年３月６日 

●第３章 届出書作成の手順 

 ３－２ 職員情報を登録する 

 (４)に職員が退職・異動した場合の入力方法を追記 

 (６) 保存した職員情報を削除する場合 ⇒削除 

 (６) 誤った職員情報を登録してしまった場合 ⇒追加 

 ※職員が退職・異動した場合は、レコードの削除ではなく、退

職・異動フラグのチェック及び日付の入力に変更となりまし

た。 

 

令和５年４月 12 日 

●第４章 各届出書の入力について 

 ４－２ 雇用状況表の入力について 

  (10) 医療的ケア対応看護師雇用費 ⇒修正 

  (16) スポット支援員配置助成の入力 ⇒追加 

  (16)追加に伴う項番の修正 

 ４－４ 向上支援費加算状況等届出書の入力について 

  (３) 入力時、注意が必要な項目 

   ④「12．医療的ケア対応看護師雇用費（１号）」 

    「13．医療的ケア対応看護師雇用費（２・３号）」 

    ⇒削除 

   ⑥「22．スポット支援員配置助成」 ⇒追加 

   ④の削除、⑥の追加に伴う項番の修正 

 ４－６ 雇用状況表・向上支援費加算状況等届出書（医療的ケ

ア用）の入力について ⇒追加 

 

令和５年５月 30 日 

●第２章 届出書作成にあたっての基本情報 

 ２－３ ステータスとは ⇒修正 

●第３章 届出書作成の手順 

 ３－１ kintoneにログインする 

  (１) Basic 認証ログイン ⇒修正 

(２) 保育・教育施設グループウェアにログイン ⇒修正 

３－２ 職員情報を登録する 

(７) 誤った職員情報を登録してしまった場合 ⇒修正 

(８) その他入力についての補足 ⇒追加 
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３－４ 作成したレコードを申請する ⇒修正 

 

令和５年６月 30 日 
●第３章 届出書作成の手順 

３－５ 申請（保存）したレコード内容を確認する⇒追加 

令和５年８月 31日 
●第３章 届出書作成の手順 

３－２ 職員情報を登録する ⇒修正 

令和５年 10月 25日 
●第４章 帳票出力の手順 ⇒追加 

令和６年２月 16 日 
●第３章 届出書作成の手順 

３－５ 入力チェック・申請 ⇒修正 

令和６年３月 28 日 

各施設種別のマニュアルから施設種別共通の部分を分離 

●第２章 届出書作成にあたっての基本情報 

２－１ 届出書作成から審査完了までの流れ ⇒修正 

２－４ 入力の際、注意が必要な点 ⇒修正 

●第３章 届出書作成の手順 

３－２ 職員情報を登録する ⇒修正 

３－３ 施設マスタに挙証資料を登録する ⇒追加 

３－５ 施設マスタに添付した挙証資料を表示する ⇒追加 

項番３－４以降の番号を修正 

第５章 各届出書の入力について 

５－１ 雇用状況表・向上支援費加算状況等届出書（医療的ケア

用）の入力について ⇒修正 

令和６年７月 30 日 

●第２章 届出書作成にあたっての基本情報 

２－３ ステータスとは 

３－13 審査完了となったレコードを修正したい 

・遷移ステータスの追加・変更に伴う画像及び説明変更 

・ステータスごとの説明の追加 

令和６年 11月 29日 

●第１章 届出書等のオンライン化について 

１－３ オンライン化によって変わるところ・変わらないところ 

・３月加算オンライン化に伴う文言変更 

●第２章 届出書作成にあたっての基本情報 

２－３ ステータスとは 

・取り下げステータス及び説明の追加 

●第３章 届出書作成の手順 

３－14 不要なレコードを削除したい 

・施設・事業所によるレコード削除が可能なステータスを追加 

令和７年５月１日 
●第２章 届出書作成にあたっての基本情報 

２－２レコードとは 
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・同一月のレコード作成をシステム制御したため、注意書き削除 

２－４ 入力の際、注意が必要な点 

・入力チェック押下後のアプリの挙動を記載 

２－５ エラーのお知らせ方法 

・申請後のエラーのお知らせ方法に項目名を変更 

●第３章 届出書作成の手順 

３－２ 職員情報を登録する 

・職員追加時のレコード作成ルール（上書きルール等）の追記 

３－３ 施設マスタに挙証資料を登録する 

・施設マスタで扱っている挙証資料の変更 

３－４ レコード（届出書）を新規で作成する 

・アプリ名、ハードコピーの変更 

３－６ 作成したレコードを保存する 

・１施設が同一月のレコードを複数作成できないことを追記 

３－７ 入力チェック・申請 

・入力チェック済み欄について追記 

令和７年８月 25 日 

●第３章 届出書作成の手順 

３－１ クライアント証明書をインストールする 

・ログイン方法の案内について、クライアント証明書をインスト

ールする内容に変更 

３－２ 職員情報を登録する 

・画面を最新のものに更新 

・施設・事業所番号を変更する場合の対応について追加 

・職員登録時の禁止ルール及び例外対応を追加 

３－４ レコード（届出書）を新規で作成する 

・ハードコピーの変更 

３－５ 施設マスタに添付した挙証資料を表示する 

・ハードコピーの変更 

３－６ 作成したレコードを保存する 

・ハードコピーの変更 

●第４章 帳票出力の手順 

４－２ 帳票を出力する 

・令和７年度の画面変更を反映 

●第５章 各届出書の入力について 

５－２ 開所時間等の入力について 

・開所時間等の入力方法を追加 

令和８年４月１日 
●項目の削除 

・１－３ オンライン化によって変わるところ・変わらないところ 
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・＜オンライン化によって変わるところ＞ 

・＜オンライン化によって変わらないところ＞ 

●項目の統合 

「３－１ クライアント証明書をインストールする」を「１－４ 

アカウント（ログイン名・パスワード）管理」に統合 

●項目の追加 

アプリの新設及びマニュアル統合に伴い、以下項目を追加 

・（参考）届出や請求で使用する kintoneアプリ 

・５－３ 開所時間の入力 

・５－４ 【医療的ケア】届出アプリの入力 

●項目の分割 

第３章を実務に合わせて分割し、項番を修正 

●その他全体的な文言及び画像の修正 
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